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福島県の健康管理調査の問題点

１．目的が「不安解消」、放射線の影響は「極めて少ない」こ
とが前提に

２．チェルノブイリの影響は小児の甲状腺ガンのみとしている
－特別な健診は小児の甲状腺調査のみ
－心電図などは調べない

３．内部被ばくの把握が不十分
－尿検査はなし、ホールボディカウンターもサンプルのみ

４．問診票の回収率は２割程度しかない
－山下氏ら低線量被ばくを軽視する主体に対する不信
－一方的に調査されるだけ…健康管理「ファイル」

５．県民健康調査以外の調査がされていない
－患者調査から福島県を除外
－他の調査には研究費がおりない



要請 被ばくの低減を目的に
内部被ばくを個別に把握し具体的な被ばく低減策を
予防原則に従いあらゆる疾病に備えた健診を
無償の医療とセットで…手帳の交付を
低線量被ばくの影響を重視する調査主体へ交代を





ＩＰＰＮＷ報告書より
ゴメリで甲状腺ガンが多発した



■ベラル－シだけでも、事故以来12,000人以上が甲状腺がんになった（パベル・ベ
スパルチュク、2007年）。WHOの予測によると、ベラル－シのホメリ（ゴメリ）地域だ
けで今後50,000人以上の子どもたちが甲状腺がんになるだろう。 この予測にすべ
ての年齢層分を追加すると、その数はおよそ10万人に達すると計算される。

■WHOの専門家であるキ－ス・バヴェルストックによれば、事故からがんが増加す
るまでの時間が「驚くほど短かった」。しかも、発症したベラル－シの子どもたちで
はがんの増殖スピ－ドが予測以上に速く、そして全身に転移した。

■1995年にWHOはジュネ－ブ（スイス）で国際会議を開催し、チェルノブイリ原発事
故の健康被害について討論した。この会議で甲状腺疾患の研究結果が報告され、
甲状腺がんの頻度が特に高度汚染地域の子どもで急激に増加しており、そのスピ
－ドは予想をはるかに超えていた。

■小児甲状腺がんがもっとも多く発生したのはゴメリ地域であった。同地域に住む
0～18才の子どもで、1998年の1年間に新たに発症した患者数を調査したところ、
13年前（チェルノブイリ事故以前）の58倍に達していた。

ＩＰＰＮＷ報告書「チェルノブイリの健康影響」より



児玉龍彦「チェルノブイリ原発事故から甲状腺癌の発症を学ぶ」『医学のあゆみ Vol.231 No.4 2009.10.24』





１９９１－１９９６年の５年間に、３共和国の５センターで甲状腺超音波画像診断装置により
記録された画像は半永久的に当初はフロッピーディスク、その後は光ディスクに蓄積され、
既に延べ１６万人以上のデータ（１人１１枚ずつ）が保管されてデータバンクとなっている。さ
らに一人一人の血液採取後、血中の甲状腺ホルモンや自己抗体が測定され、１９９３年以
降は、尿中ヨードも必要によりモギリョフとキエフのセンターで測定されてきた。これらの血
清や尿のサンプルもすべて現地の各センターに冷凍保存されている。１９９６年４月の本プ
ロジェクト終了時点では約１２万人の問診票や各種データが集約され種々の甲状腺異常が
発見されている









福島県健康管理調査の甲状腺検査の問題点

０．はじめから影響は小さいと決めてかかっている。「先行調査」は事故前のもの決めてか
かってよいのか。プルームの影響はまだ未解明

１．Ａ２を問題なしとしてしまってよいのか。ある大きさ以下は問題がないとしてもよいのか

３．Ａ２は２年半後に再検査としているが、その間に経過観察は必要ないのか

４．診断画像や医師の所見が、受検者にも知らされないのは問題ではないか

５．甲状腺機能を確認する血液検査は実施しなくてよいのか

６．セカンド・オピニオンを封じるような通知を取り消し、積極的にセカンド・オピニオンを受け入
れ、再検査を受検させるべきではないか

７．子どもだけでなく、大人の検査も必要ではないか


